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総務常任委員会次第

令和３年３月５日（金）午前１０時

於 大 会 議 室

１ 開 会

２ 議 事
(1) 総務局、消防局関係

① 付託された議案の審査

議案（４件）

議案第２０号 令和２年度明石市一般会計補正予算（第１２号）〔分割付託分〕

…………………………… 箕作 財務部長兼財務室長

議案第 ８ 号 明石市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正す

る条例制定のこと

※ 資料参照 …………………………………… 藤原 職員担当課長

議案第 ９ 号 明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例制定のこと

※ 資料参照 …………………………… 河野 給与・厚生担当課長

議案第３０号 包括外部監査契約のこと

※ 資料参照 …………………………………………… 辻 総務課長

② 報告事項（５件）

ア ＡＩとＳＮＳを活用した情報収集体制の構築について

※ 資料参照 ……………………………… 上田 安全管理担当課長

イ 災害時等における要配慮者等への情報一斉配信システムの導入について

※ 資料参照 ……… 河谷 総合安全対策室長兼地域防災担当課長

ウ 指定管理施設における指定管理期間の延長について

※ 資料参照 … 小西 参事（公共施設担当）兼公共施設担当課長
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エ 行政手続きにおける押印の見直しについて

※ 資料参照 …………………………………………… 辻 総務課長

オ ２０２１年度（令和３年度）組織改正案について

※ 資料参照 …………………………………………… 辻 総務課長

③ その他

（理事者入れ替え）

(2) 政策局、会計室、監査委員、選挙管理委員会関係

① 付託された議案の審査

議案（４件）

議案第２０号 令和２年度明石市一般会計補正予算（第１２号）〔分割付託分〕

………………………………… 山田 ＳＤＧｓ推進室長

議案第 ２ 号 明石市企業版ふるさと納税地方創生基金条例制定のこと

※ 資料参照 ……………………………… 藤田 シティセールス課長

議案第 ３ 号 明石にじいろ基金条例制定のこと

※ 資料参照 ……………………………… 中島 ＳＤＧｓ推進室課長

議案第２９号 指定管理者の指定に係る議決事項一部変更のこと

※ 資料参照 ……………………………… 名村 本のまち推進室課長

② 報告事項（７件）

ア 日本標準時制定１３５周年記念事業の実施について

※ 資料参照 ……………………………………… 井上 天文科学館長

イ あかしＳＤＧｓパートナーズ（登録・認証）制度の創設について

※ 資料参照 ……………………………… 森岡 ＳＤＧｓ推進室課長

ウ （仮称）あかしインクルーシブ条例の検討状況について

※ 資料参照 ……………………………… 西山 ＳＤＧｓ推進室課長



3

エ ＬＧＢＴＱ＋／ＳＯＧＩＥ施策の取組状況について

※ 資料参照 ……………………………… 中島 ＳＤＧｓ推進室課長

オ 「本のまち明石」のさらなる推進について

※ 資料参照 ……………………………… 名村 本のまち推進室課長

カ 第２期明石市中心市街地活性化基本計画の総括について

※ 資料参照 …………………………… 山口 プロジェクト推進室長

キ 大久保北部遊休地の利活用に向けた取組について

※ 資料参照 ………………………… 種本 プロジェクト推進室課長

③ その他

（理事者入れ替え）

(3) 当初予算関係

① 付託された議案の審査

議案（２件）

議案第３２号 令和３年度明石市一般会計予算〔分割付託分〕

歳入 ……………………… 箕作 財務部長兼財務室長

歳出

１款 議会費 ……………………… 西海 議会局次長

２款 総務費

１項 総務管理費

２項 徴税費 ………………… 久保井 総務管理室長

４項 選挙費 ……… 今井 選挙管理委員会事務局長

５項 統計調査費 …………… 久保井 総務管理室長

６項 監査委員費 ……………… 石田 監査事務局長

６款 商工費

１項 商工費

７款 土木費

１項 土木管理費 ………… 山田 ＳＤＧｓ推進室長

８款 消防費 ……………… 河谷 総合安全対策室長

９款 教育費

７項 社会教育費 ………… 山田 ＳＤＧｓ推進室長
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10款 公債費 ～ 12款 予備費

……………… 箕作 財務部長兼財務室長

議案第３５号 令和３年度明石市財産区特別会計予算

※ 資料参照 …… 小西 参事（公共施設担当）兼公有財産担当課長

３ あいさつ

(1) 正副委員長

(2) 市理事者

４ 閉 会

以上



 

 

 

 

議案第８号関連資料 

明石市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する 

条例（案）の概要 

 

 

１ 改正理由 

全国的に行政手続における押印廃止に向けた取り組みが行われており、本市において

も、国や県の規程に基づいて押印が義務付けられているもの以外は、押印を原則廃止し、

行政手続きの簡素化を進めているところです。 

この方針に基づき、「職員の服務の宣誓に係る宣誓書」の押印欄を廃止することにつ

き、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

 

２ 関係法令 

地方公務員法第３１条 

  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 

 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 

総 務 常 任 員 会 資 料 

2 0 2 1 年 (令 和 3 年 ) 3 月 5 日 

総 務 局 職 員 室 職 員 担 当 

（現行様式） 

廃止 
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議案第９号関連資料 

明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案）の概要 

 

 

１ 改正理由 

  国家公務員の取扱いに準じ、管理職の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要によ

り週休日等に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当を新設するとともに、平成２７年

１月に抑制された昇給号数を若年層の一般職の職員を中心に復元するほか、所要の整備を図る

ことにつき、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正内容 

⑴ 管理職員特別勤務手当の新設 

管理職の職員が災害対応等により時間外勤務や休日勤務をした場合、これまで本市独自の

取扱いとして、毎月の支給額に上限がある管理職手当の加給を行っていました。このたび、

新型コロナ対応のため休日勤務を行っている状況、近年の水防活動の増加及び県内他市や中

核市の支給状況を踏まえ、より職責、勤務実績に応じた手当支給とするため、管理職手当の

加給に替えて、国家公務員の取扱いに準じ、管理職員特別勤務手当を新設します。 

 

現行（管理職手当の加給） 改正（管理職員特別勤務手当） 

時額3,471円。 

※ただし、１月当たりの上限あり。 

区 分 １月当たりの上限額 

局長級 325円（0.1時間分） 

部長級 5,725円（1.7時間分） 

室次長級 19,725 円（5.7 時間分） 

課長級 28,250 円（8.1 時間分） 

 

勤務一回につき支給。（上限額なし） 

※平日は午前０時から午前５時の勤務。 

区 分 
週休日・休日 

()は 6 時間超 
平日深夜 

局部長級 
8,500 円 

（12,750 円） 
4,300 円 

室次長級 
7,000 円 

（10,500 円） 
3,500 円 

課長級 
6,000 円 

（9,000 円） 
3,000 円 

 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年 (令 和 3 年 )3 月 5 日 

総 務 局 職 員 室 給 与 担 当 
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 ⑵ 平成２７年１月に抑制された昇給号数の復元 

   平成２６年人事院勧告に基づく給与制度の総合的見直し（給料月額を平均△２％減額）の

一環として実施した、平成２７年１月分の昇給抑制（全職員△１号給）について、国家公務

員の取扱いに準じ、若年層の一般職の職員を中心に復元します。 

 

復元の内容 対象者数 所要額 

令和３年４月１日時点で３８歳未満の職員について、

昇給抑制を復元します。 
約３００人 約１，１００万円 

  

⑶ 中学校１年生への３５人学級の導入に伴う規定整備 

   明石市立学校職員の給与等に関する条例を適用する職員に、中学校１年生への３５人学級

の導入に伴い市が採用する中学校の教諭又は講師を追加します。 

  

⑷ その他 

  上記改正に伴う規定整備等 

 

３ 改正する条例 

⑴ 明石市職員の給与に関する条例 

⑵ 明石市立学校職員の給与等に関する条例 

⑶ 明石市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

⑷ 公益的法人等への明石市職員の派遣等に関する条例 

⑸ 明石市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関する条例 

⑹ 明石市会計年度任用職員の給与等に関する条例 

⑺ 明石市職員の特殊勤務手当に関する条例 

   

４ 施行期日 

令和３年４月１日 
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議案第３０号関連資料 

包括外部監査契約について 

 

１ 包括外部監査について 

  「包括外部監査」は、市の財務や経営に係る事務の執行について、外部の専門的知識
を有する者（外部監査人）が主体となって、特定のテーマを決めて監査を行うものです。 

地方自治法（以下「法」という。）の規定により、中核市は毎年度、議会の議決を経
たうえで外部監査人と契約を結び、監査を実施する必要があります。 

 

２ 契約の相手方について 

外部監査契約を締結できる者として、法において弁護士・公認会計士・税理士等の有
資格者と定められています。また、連続して４回、同一の者と契約を締結してはならな
いとの規定もあります。 

本市においては、中核市に移行した2018年度から2020年度まで、ＥＹ新日本有限責任
監査法人に所属の公認会計士である石田博信氏と契約を行い、監査を行ってきましたが、
来年度は、新たな包括外部監査人と契約する必要があります。 

そこで、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者を選
任する観点から、日本公認会計士協会兵庫会より候補者の推薦を受け、書類審査及び面
接を行った結果、以下の者を選定しました。 

 

相 手 方 

氏 名 
福 井 剛（フクイ ツヨシ）  ５５歳  

住 所 神戸市東灘区森北町７丁目１９－１８ 

所 属 法 人 等 ＲＳＭ清和監査法人 

包括外部監査
の主な実績 

平成26年度～平成28年度 西 宮 市（補助者）  

平成27年度～平成28年度 東大阪市（補助者） 

平成29年度       奈 良 県（補助者） 

平成30年度～令和２年度 尼 崎 市（包括外部監査人） 

包括外部監査
の 実 施 体 制 

（予定） 

６名 （内訳）公認会計士６名 

補助者（５名を予定）のうち１名は包括外部監査人の経験があ
り、３名は補助者の経験がある。 

テーマによって弁護士等、必要な人材を充てることができる。 

 

３ 契約の期間及び金額 

 ⑴ 契約期間 

   2021年（令和３年）４月１日から2022年（令和４年）３月31日まで 

 ⑵ 契約金額 

   １，２００万円を上限とする。 

   ※これまで目安としていた、全国の中核市における包括外部監査委託料の平均額が
低下していることから、従来より１００万円の減額としています。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年(令和２年)３月５日 

総 務 局 総 務 管 理 室 総 務 課 
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４ 監査委員意見について 

議案提出にあたり、法に基づき、監査委員への意見聴取を行った結果、上記の者との
契約について、異議なしとの意見をいただいています。 

 

５ 今後の予定について 

  2021年(令和３年) ４月 包括外部監査契約の締結 

           ７月 令和３年度の監査テーマを選定 

           ８月 監査を実施 

  2022年(令和４年) ２月 市議会に監査結果報告書を提出 



総 務 常 任 委 員 会 資 料  
2021 年（令和 3 年）３月５日 
総 務 局 総 合 安 全 対 策 室  

 

AI と SNS を活用した情報収集体制の構築について 

 

１ 趣旨・目的 
 事故や事件、災害等の危機事案発生時に、現地の状況を迅速かつ正確に把握し、的確な判断・
対応が可能な体制を整えるため、情報収集手段として有用性が高まっているAIとSNSを活用した情
報収集体制を構築する。 

 
２ 導入するシステムの特徴 
①Twitter,Instagram,Facebook,Youtube,TikTokなどのSNS等上にユーザーが投稿・発信した動画、

画像、メッセージ等の情報から、国内外で発生している事故や事件、災害等の情報（以下「災

害情報等」という。）を収集する。 

②収集した災害情報等は、AIによる自動判別と24時間体制の専門チームの情報分析により誤情報

等を除去し有用な情報のみが抽出される。 

③発生場所や時期、災害等の類型などの別で必要な情報を抽出することが可能。 

（例えば、「明石市内」で「過去1か月」に発生した「火災情報」のみを抽出することが可能。） 

④事案発生時には、自動配信メールにより事案発生を即時知らせてくれる。 

 

３ 導入によるメリット 

・自動配信メールにより、市内で発生した事件・事故・災害等にいち早く気づくことができる。 

・即時に画像や動画で確認することができるため、どのような事件・事故がどのような規模で発

生しているのかを迅速かつ正確に把握し、発生当初から適切な対応を行うことができる。 

・大規模災害が発生した際には、市内のどこで何が起こっているか、大量の情報を瞬時に収集し、

分析することができる。 

・明石だけでなく全国の情報が入手できるため、例えば、他市で大規模災害が発生した場合に、画

像や動画で現地の状況を確認し、災害派遣の必要性や支援の内容などを判断することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 予算 

  ３３０千円（使用料）  



 

 

  

災害時等における要配慮者等への情報一斉配信システムの導入について 
 
1 目的 

風水害などによる被害が発生した際、高齢者や障害者など、いわゆる「要配慮者」とい

われる人たちは、情報の入手が困難な場合が多く、もっとも被害を受けやすい弱い立場に

あることから、要配慮者に対し電話による情報発信を行い、円滑な避難につなげようとす

るものです。 
 

２ 事業の概要 

避難勧告等、避難情報を出す際に、文字情報を自動で音声変換し、登録している宛先（固

定電話・携帯電話）へ一斉送信します。受信者は電話機のプッシュで確認状況等、回答が

可能で、回答されたデータは市で集計できます。 

高齢者等インターネットやメールを利用しない方でも、電話により避難情報等の受信が

可能になります。 

尚、聴覚障害者にはメール、SMS を使い文字情報での送信も可能です。 

 

  

    

 

 

 

 

 

※参考 既存の伝達手段：防災ねっとあかし、メール、ホームページ、テレビの文字

情報、防災無線、広報車等 

３ 対象者 

  明石川流域の災害時要配慮者約１，８００人のうち登録希望者 

  次年度以降、対象地域等の拡大を検討していきます。 

 

４ 開始時期 

  令和３年７月頃予定 

 

５ 予算 

  １,２００千円（使用料） 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年(令和 3 年)3 月 5 日 

総 務 局 総 合 安 全 対 策 室 

避難勧告を発表 避難勧告を発表 

文
字
入
力 

音声変換 

ボタン操作で状況報告 
【市役所】 

・イメージ図 

【要配慮者】 



 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年(令和 3 年)3 月 5 日 

総 務 局 財 務 室 財 務 担 当 

 

 

 

指定管理施設における指定管理期間の延長について 
 

 

 
１ 基本方針 

 

 新型コロナウイルス感染拡大のため、2021 年度に実施予定であった以下の指定管理施設
の選定事務を取り止め、現行の指定管理者との契約を以下の期間まで延長したいと考えてい
ます。 

 

２ 対象指定管理施設及び指定管理者 

 

施設名 指定管理者 
指定期間 

（2021.4.1 時点） 
方    針 

勤労福祉会館 

中高年齢労働者福祉
センター 

日本環境マネジメ
ント株式会社 

2018 年 4 月 1 日～ 

2022 年 3 月 31 日 

指定管理期間を 1 年間延
長し、2023 年 3 月 31 日
までとする。 

総合福祉センター 

社会福祉法人明石
市社会福祉協議会 

2016 年 4 月 1 日～ 

2022 年 3 月 31 日 

指定管理期間を 1 年間延
長し、2023 年 3 月 31 日
までとする。 

生涯学習センター 

あかし男女共同参画
センター 

一般財団法人明石
コミュニティ創造
協会 

2017 年 4 月 1 日～ 

2022 年 3 月 31 日 

指定管理期間を 1 年間延
長し、2023 年 3 月 31 日
までとする。 

ふれあいプラザあか
し西 

ハートフルしんき 2017 年 4 月 1 日～ 

2022 年 3 月 31 日 

指定管理期間を 1 年間延
長し、2023 年 3 月 31 日
までとする。 

木の根学園 

社会福祉法人明桜
会 

2017 年 4 月 1 日～ 

2022 年 3 月 31 日 

指定管理期間を 1 年間延
長し、2023 年 3 月 31 日
までとする。 

高齢者ふれあいの里 

SDHS・NTT ファ
シリティーズ共同
事業体 

2019 年 4 月 1 日～ 

2022 年 3 月 31 日 

指定管理期間を 1 年間延
長し、2023 年 3 月 31 日
までとする。 

石ケ谷公園 

明石海浜公園 

魚住北公園 

しんきパーク＆ス
ポーツマネジメン
ト共同事業体 

2017 年 4 月 1 日～ 

2022 年 3 月 31 日 

指定管理期間を 1 年間延
長し、2023 年 3 月 31 日
までとする。 

あかし市民図書館 

西部図書館 

TRC・長谷工・神
戸新聞グループ 

2015 年 4 月 1 日～ 

2022 年 3 月 31 日 

指定管理期間を 2 年間延
長し、2024 年 3 月 31 日
までとする。 



 

 

 

３ 今後のスケジュール 

 

・施設担当課から指定管理者に指定管理期間延長の方針を打診し、了承を得る。 

 

・施設担当課から指定管理期間延長の議案を６月市議会に提出、議決を得る。 

 

・あかし市民図書館及び西部図書館については、昨年１２月市議会に報告済みであり、３月
市議会にて議案を提出。 

 

・知的障害児通園療育施設（あおぞら園）については、2022 年 3 月 31 日に指定管理期間
が完了するが、市直営のゆりかご園と一括した指定管理者制度を導入するため、別途協議
する。（昨年１２月市議会に方針を報告済み。今回の３月市議会で指定管理者制度導入の
ためのゆりかご園条例の改正議案を提出。） 



総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2 0 2 1 年 ( 令 和 ３ 年 ) ３ 月 ５ 日 

総 務 局 総 務 管 理 室 総 務 課 

 

行政手続きにおける押印の見直しについて 

 

 これまで、市民や事業者の方々が市に対して申請や届出などの手続きを行う際に、法令等に
基づき、また慣例的に「押印」を求めてきたところですが、市民サービスの向上等を図るため、
内閣府が発出した「地方公共団体における押印廃止マニュアル」も踏まえて、次のとおり見直
しを行います。 

 

記 

 

１ 押印見直しの方針 

  市民や事業者からの申請書等のほか、職員による内部手続きも対象として、法令等に基づ
き押印が必要な場合などを除き、原則として、押印を廃止します。 

※国の法令等で押印が義務付けられているものについては、国においても廃止に向けた取
り組みが進められていることから、国の動向に応じて、引き続き見直しを行います。 

 

２ 取組の経緯 

2020年10月 庁内調査の実施（押印を求めている手続きの洗い出し等） 

2020年12月 内閣府が「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を発出 

2021年２月 庁内再調査の実施（押印廃止の可否等の再調査） 
 

３ 押印見直しの結果 

 

合計 

  

国・県の法令
等に基づく手

続き 

市の条例・規則等 
に基づく手続き 

計 
  

廃止 廃止不可 

市民・事業者
等が市に対し
て行う手続き 

3,027 1,034 1,993 
 

1,673 
（83.9％） 

 
320 

（16.1％） 

市内部で行う 
手続き 

483 106 377 
 

355 
（94.2％） 

 
22 

（5.8％） 

合計 3,510 1,140 2,370 
 

2,028 
（85.6％） 

 
342 

（14.4％） 

  ※押印廃止不可の手続き 

①地方自治法により押印が義務付けられている契約書等 

②入札関係書類や会計関係書類など、登録した印鑑との照合を行う手続き 

③その他、厳格な本人確認や証明を求める手続き、重大な権利義務に係る手続き 
 

４ 見直しの時期等 

  2021年（令和３年）４月１日 

   ※今回、押印を廃止しない手続きについて、国や他市の動向も確認しながら、引き続き
検討を行います。 
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総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年(令和３年)３月５日 

総 務 局 総 務 管 理 室 総 務 課 

 

２０２１年度（令和３年度） 組織改正案について 

 

１ 基本的な考え方 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、市民の命と健康を守ることを最優先

に取り組んでいくため、全庁的な組織体制については、現行の組織体制を基本とし

つつ、ＳＤＧｓの理念を反映した誰一人取り残さない持続可能なまちづくりをより

一層効率的・効果的に進めていくため、必要な体制整備を図ります。 

 

２ 改正の概要 

  別紙「２０２１年度（令和３年度）組織改正総括表（案）」のとおり 

   ※改正後の組織の規模 

    〔現行〕１１局４２室７６課１７９係 

    〔改正〕１１局４０室７４課１７７係 （２室減、２課減、２係減） 

 

３ 各局の組織改正の概要 

⑴ 市民生活局 

    文化振興課とスポーツ振興課を担当制に変更し（文化振興担当、スポーツ振

興担当）、人材の有効活用を図りながら取り組みを推進します。 

 

⑵ 福祉局 

地域総合支援担当で行っている地域での居場所づくりや地域活動への支援の

事務などを一体的に推進するため、「共生社会づくり担当」に移管します。 

   （組織の変更はありません。） 

 

⑶ 感染対策局 

    安全統括室と広報相談室を統合し、「感染対策統括室」として、より連携を

強化して新型コロナウイルス感染対策の効果的な推進を図ります。 

 また、「ひきこもり相談支援課」を「相談支援課」に名称変更し、ひきこも

りのほか、健康推進課で行っている精神保健、自殺予防などの事務を移管し、

総合的に支援を行える体制を整備します。 

 

⑷ こども局 

    放課後児童クラブの入退所や施設整備業務をこども財団に移管するため、

「放課後児童クラブ担当」を廃止し、企画担当に統合します。 

    また、待機児童数が減少する見込みであるため、「待機児童対策室」を廃止

し、こども育成室内に「待機児童対策担当」を配置します。 
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⑸ 教育委員会 

    ＧＩＧＡスクール構想の推進や学びと育ち支援システム（統合型校務支援シ

ステム）の導入・運用にあたり、あかし教育研修センターに、既存の研修担当

課長に加え、新たに「情報化推進担当課長」を配置し、情報通信環境の整備・

運用、教職員のＩＣＴリテラシーの向上、関係機関における情報共有の推進な

ど、教育現場でのデジタル化の推進、効果的な活用に取り組みます。 

 

    なお、市民サービス向上のためのデジタル化の推進については、市長部局

（総務局）にＩＣＴ担当職員を配置します。 

（いずれも組織の変更はありません。） 

 

４ 改正の手続 

事務分掌規則の改正を行い、２０２１年４月１日の実施を予定しています。 
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２０２１年度（令和３年度） 組織改正総括表（案） 

改正案（２０２１年４月１日） 現 行（２０２１年２月８日） 

 市長事務部局 

局 室・課 係  等 

市民生

活局 

文化・スポーツ室 

文化振興担当 

 

 

 

スポーツ振興担当 
 

 

文化振興係 

国際交流係 

歴史文化財係 

（削る） 

感染対

策局 

感染対策統括室 

（削る） 

あかし保健所 

保健総務課 

保健予防課 

健康推進課 

相談支援課 

生活衛生課 

 

 

 

 

略 

略 

 

略 

こども

局 

こども育成室 

 利用担当 

 運営担当 

 施設担当 

 （削る） 

 企画担当 

 待機児童対策担当 

（削る） 
 

 

都市局 都市整備室 

 都市総務課 

 緑化公園課 

区画整理課 

 

略 

略 

補償係 

換地係 

工務係 

（削る） 
 

 

○組織の規模 

  １１局 ４０室 ７４課 １７７係 

（２室減 ２課減 ２係減） 

 

 ・市長事務部局 

   ７局 ３７室 ５７課 １２７係 

 

 市長事務部局 

局 室・課 係  等 

市民生

活局 

文化・スポーツ室 

文化振興課 

 

 

 

スポーツ振興課 
 

 

文化振興係 

国際交流係 

学芸係 

文化財係 

感染対

策局 

安全統括室 

広報相談室 

あかし保健所 

保健総務課 

保健予防課 

健康推進課 

ひきこもり相談支援課 

生活衛生課 

 

 

 

 

略 

略 

 

略 

こども

局 

こども育成室 

 利用担当 

 運営担当 

 施設担当 

 放課後児童クラブ担当 

企画担当 

（新設） 

待機児童対策室 
 

 

都市局 都市整備室 

 都市総務課 

 緑化公園課 

区画整理課 

 

略 

略 

補償係 

換地係 

工務係 

指導係 
 

 

○組織の規模 

１１局 ４２室 ７６課 １７９係 

 

 

 ・市長事務部局 

   ７局 ３９室 ５９課 １２９係 
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議案第２号関連資料 

「明石市企業版ふるさと納税地方創生基金条例」の概要について 

 

１ 条例制定の目的 

  企業版ふるさと納税については、本市のまちづくりの応援団を増やすとともに、
地方創生に向けた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組み（まち・ひと・し
ごと創生寄附活用事業（以下「寄附活用事業」という。）に対する民間資金の活用
を図るため、昨年１１月に制度導入したところです。 

  このたび、企業版ふるさと納税の第一弾として、信金中央金庫より、３か年計
画の寄附活用事業の「本のまち推進事業（まちなか図書館事業）」に対して、寄附
金を受領しました。 

  なお、企業版ふるさと納税の寄附金については、①基金を設置して積み立てる
場合を除き、寄附があった当該年度内に、寄附金全額を事業費に充てること、②
寄附額が総事業費を超えないこと等の要件が定められています。 

  ついては、企業版ふるさと納税の受け皿として、新たに基金を創設し、このた
びの寄附金の取扱いを含め、企業版ふるさと納税の有効活用と円滑な制度運営を
図ろうとするものです。 

 

２ 条例の概要 

 ⑴ 基金の設置目的（第１条関係） 

   まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費に充てるためとする。 

 ⑵ 基金の積立額（第２条関係） 

一般会計歳入歳出で定める額とする。 

 ⑶ 基金の処分（第６条関係） 

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に充てる必要があると認める場合に限り、
予算に計上して処分することができることとする。 

（参考）基金の使途の例 

まち・ひと・しごと創生総合戦略(改訂する場合を含む)に掲げる事業に充当す
る。 

   ① 若い世代の子育て環境を整える事業 

   ② 新たな人の流れをつくる事業 

   ③ まちの賑わいを高める事業 

   ④ 安全・安心な暮らしを実現する事業 

⑷ 施行日 

   公布の日 

 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

２０２１年（令和３年）３月５日 

政策局シティセールス推進室シティセールス課 
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３ 寄附金の基金活用 

 ⑴ 企業版ふるさと納税 

① 寄附額 １０，０００千円（３月補正予算措置） 

※信金中央金庫の地域創生応援スキーム「ＳＣＢふるさと応援団」より寄附 

  ② 寄附受領日 

    ２０２１年２月２４日（水） 

 ⑵ 基金への寄附金等の積み立て（３月補正予算措置） 

寄附金については、本年度まちなか図書館事業に一部(１００千円)充当し、
年度末に執行残(９，９００千円)と市からの繰入金(１００千円)とを合わせて、
基金に１０，０００千円を積み立てる予定です。 

 

(注)  企業版ふるさと納税については、寄附額が総事業費を超えないこととさ
れているため、制度上の整合性を図るため、市から基金へ財源を繰入する
ものです。 

 

 

【基金を活用した事業推進イメージ図】 

 

 

 

            

  

 

           

企業（寄附者） 

明石市 

R２年度 R３年度 R４年度 

寄附 充当 100 千円 充当 

 

税務署 

「受領書」交付 
確定申告 

控除 

充当 

３か年事業 

充当 

積立 

10,000 千円 

明石市企業版ふるさと納税地方創生基金 

10,000 千円 



     

 

 

議案第３号関連資料 

明石にじいろ基金条例（案）の概要 

 

１ 制定の目的 

  ＬＧＢＴＱ＋が抱える困難は、医療、教育、居住等をはじめとして幅広い
分野に関連しています。これらの解消を目指す取組は、市民、医療・教育関
係者、事業者等の理解を広げながら、まちづくりの一環として市民・行政・
事業者らが一体となって、継続的に進めていく必要があります。 

そこで市が、まちづくりにかかわる様々な活動主体と連携し、支援をいただ
きながらＳＯＧＩＥ（性的指向、性自認、性表現の総称）というテーマについ
ての理解の促進等に関する施策を進めていくため、基金を設置しようとするも
のです。 

 

 

２ 条例及び基金の概要 

⑴ 積立金額についての規定（第２条関係） 

  ① 市民、各種団体又は事業者が基金への積立てを指定した寄附金額 

② 使途を限定しないＳＯＧＩＥの理解促進及び性的少数者への支援に関
する寄附金額その他市長が適当と認める寄附金額 

  ③ 一般会計歳入歳出予算で定める積立額 
 

⑵ 基金の処分（第３条関係） 

  基金は、設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、予
算に計上して処分することができる。 

 
⑶ その他基金について必要な事項を規定 

 

３ 施行予定期日 

  公布の日 

 

４ 基金の使途 

まち全体のＳＯＧＩＥに関する理解や機運を高めるための啓発等の施策及 

びＬＧＢＴＱ＋の抱える困難の解消に資する施策の財源に活用します。 

⑴  官民連携した啓発イベントの実施（地域行事へのブース出展） 

⑵  市民向け啓発講演会、ワークショップの開催 

⑶  医療機関・民間事業者向け研修の実施 

⑷  啓発グッズ・研修用素材の作成 など 

なお、頂いた寄附金の執行残は、年度末に基金に積み立て、使途の明確 

化を図ります。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年(令和 3 年)3 月 5 日 

政 策 局 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 室 



 
 
 
 
 
 
 
 

議案第２９号関連資料 

指定管理者の指定に係る議決事項一部変更について 
 
 
 
１ 目 的 

  令和 3年度末に指定期間の満了を迎える明石市立図書館について、指定期間を変更し、

現指定管理者による管理運営を継続しようとするものです。 

 
 
２ 指定管理者に管理を行わせる施設 

 (1) あかし市民図書館 

    明石市大明石町１丁目６番１号 

 (2) 明石市立西部図書館 

    明石市魚住町中尾７０２番地の３ 

 
 
３ 指定管理者 

  ＴＲＣ・長谷工・神戸新聞グループ 

 
 
４ 指定期間の変更 

  平成 27 年 4 月 1 日から令和 4年 3月 31 日までの指定期間（7年間）を 2年間延長し、

「令和 6 年 3月 31 日まで」とします。 

 
 

５ 変更の理由 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和 3 年度に予定している次期指定管

理者の候補者の選定を延期することに伴い、現指定管理者の指定期間を 2 年間延長する

ものです。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年(令和 3 年)3 月 5 日 

政 策 局 本 の ま ち 推 進 室 
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日 本 標 準 時 制 定 135 周 年 記 念 事 業 の 実 施 に つ い て  

 

 

天 文 科 学 館 では 日 本 標 準 時 制 定 135 周 年 を 記 念 し た 事 業 を 下 記 のとお
り実 施 し ていきます 。 

 

記  

 

 

１ 令 和 ２年 度 の 取 り組 み 

明 石 市 立 天 文 科 学 館 は 1960 年 （ 昭 和 35 年 ）６月 10 日 に 開 館 し
ました 。2020 年 に 開 館 60 周 年 となり、開 館 日 である「 時 の記 念 日 」は
100 周 年 を 迎 え まし た。 

本 年 度 に つ い て は、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 拡 大 に よ り 、 当 初
予 定 していた集 客 イ ベ ント に 替 え て、「 全 国 天 文 台 子 午 線 リ レー 」 や「 夕
焼 けパ ンダ 見 てみ 隊 」 などの オンライ ン企 画 や 山 陽 電 鉄 との コラ ボイ ベン
トなど、新 し い取 り組 みを 柔 軟 に 工 夫 し ながら 行 っ てきた ところです 。 

 

２ 日 本 標 準 時 制 定 135 周 年 記 念 事 業 について 

令 和 ３年 度 に 、日 本 標 準 時 制 定 135 周 年 を 迎 え ることから、引 き続
き 「 時 の ま ち 」 と し て 、コ ロ ナ 禍に あっ て も、 本 年 度 の 取 り 組 み で 得 た ノ ウ
ハウを 活 かし 、市 民 に 明 るい話 題 を 提 供し 、まちへ の 愛 着 を 高 めるととも
に、明 石 市 の 魅 力 を全 国 に 発 信しよう とす るも の です 。 

 

 

３ 事 業 内 容 （ 予 定 ） 
・プラネタ リウム投 影 「 時 報 の 出 るまで」 

・ 特 別 展 「た のし い時 計 展 （ 仮 称 ） 」 

・ 講 演 会 （ 関 係 団 体 との 連 携 ） 

・シゴセンジャー 、シゴセ ンオー によ るこども向 けイ ベ ント の 実 施 

  ・ オリ ジナルグッズの 製 作 
・YouTube チャンネルを 利 用 した オンラ インイ ベ ント の 実 施 

・ 天 文 科 学 館 サテラ イト（パ ピオス５階 ）に よる情 報 発 信  

  ・ ホー ムペ ージ・リ ニューアル 

（わか りや す い情 報 発 信 、展 示 物 やイ ベント との 連 携 ） 

 

 

４ 実 施 時 期   

2021 年 （ 令 和３年 ）６月 ～ ７月 頃 （ 予 定 ） 
 

 

総 務 常 任 委 員 会 資 料  

2 0 2 1 年 ( 令 和 ３年 ) 3 月 5 日  

政策局シティセールス推進室天文科学館 
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【 参 考 】 日 本 標 準 時 子 午 線 関 連 年 表  

 

671 年   天 智 天 皇 が漏 刻 （ 水 時 計 ）で時 を 知 ら せ る 

（ 時 の 記 念 日 の 由 来 ） 
  

1884 年  国 際 子 午 線 会 議  

1886 年 ７月  日 本 標 準 時 制 定  

東 経 135 度 子 午 線 上 の 時 刻 が 日 本 標 準 時 に     

1888 年 1 月 1 日  日 本 標 準 時  施 行  

 

1910 年  明 石 に 最 初 の 子 午 線 標 識  建 立  

1920 年  時 の 記 念 日  誕 生   

（ 東 京 教 育 博 物 館 の「 時 」 展 覧 会 が 契 機 ） 

 

1960 年  明 石 市 立 天 文 科 学 館  開 館  

1961 年  日 本 標 準 時 制 定 75 周 年   

1986 年  日 本 標 準 時 制 定 100 周 年   

2020 年  明 石 市 立 天 文 科 学 館  開 館 60 周 年   

「 時 の 記 念 日 」100 周 年  

 

2021 年  日 本 標 準 時 制 定 135 周 年   

天 智 天 皇 の 故 事 か ら1350 周 年  

 

【 令 和2 年 度 の 取 り組 みの 様 子 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 の 記 念 日 オンライ ンイ ベント 全 国 天 文 台 子 午 線 リレー（６月 10 日 ） 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

    夕 焼 けパ ンダ （10 月 12 日 ）  山 陽 電 車 シゴセ ンゴー 運 行 

（11 月 14 日 ～12 月 18 日 ） 
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あかしＳＤＧｓパートナーズ（登録・認証）制度の創設について 

 

本市は、「ＳＤＧｓ未来安心都市・明石」の実現を目指し、「いつまでも すべ

ての人に やさしいまちを みんなで」をキーワードに、ＳＤＧｓを反映した持

続可能なまちづくりを推進しており、昨年７月には内閣府からＳＤＧｓ未来都

市に選定されたところです。 

ＳＤＧｓの推進には、事業者や市民団体等とのパートナーシップが必要不可

欠であることから、本市では、コープこうべと「ＳＤＧｓの推進に関する包括

連携協定」を締結するなど、企業との連携を図りながら地域課題の解決に向け

て取り組んでいるところです。 

他方、国においては、ＳＤＧｓに関する官民連携の取組を促進する手法とし

て、地方自治体におけるＳＤＧｓに取り組む事業者等の登録・認証制度の創設

が推奨されており、これまでに 20 以上の自治体で制度が導入され、更に今後増

加が見込まれているところです。 

ついては、より一層の官民連携の取組を推進するため、2021 年度から新たに、

登録・認証制度として「あかしＳＤＧｓパートナーズ」制度を創設するもので

す。 

 

１ 制度概要 

目 的 

本市におけるＳＤＧｓの達成に向けた、事業者、市民団体、学校

等による具体的な取組及び官民連携を促進し、ＳＤＧｓに関する

取組の見える化を図るとともに、研修や交流による情報共有を通

じた各々の活動の活性化を図る。 

対 象 
市内でＳＤＧｓの達成に向けて取り組んでいる、または取り組む
意欲のある市内事業者・市民団体等（学校等教育機関も含む） 

 

２ 2021 年度事業内容 

⑴ 団体等の登録〈４～８月頃 ※再募集９～10 月頃〉 

対 象 市内事業者・市民団体等（学校等教育機関も含む） 

内 容 
登録を希望する市内事業者・市民団体等からの申請に基づき会員

登録を行い、会員情報を市ホームページへ掲載する。 

⑵ 表彰制度〈９月頃〉 

対 象 市内事業者・市民団体等 

内 容 
ＳＤＧｓの取組に関して先進的な取組をしている事業者・団体等
を表彰し、市内のＳＤＧｓに関する取組を促進する。 

⑶ 事業者・市民団体等への研修〈①９月頃 ②11 月頃〉 

対 象 市内事業者・市民団体等（30～50 名程度） 

内 容 
① SDGs de 地方創生カードゲームを開催 

② ＳＤＧｓの取組を推進する意義と方策について講演会を開催 

 

 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年(令和３年)３月５日 

政 策 局 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 室 
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３ スケジュール（予定） 

時期 内   容 

2021年4月 ・登録会員募集開始（～６月末）   

    8 月 ・市ホームページ掲載（会員情報等） 

      9 月 
・事業者・市民団体等への研修①開催 
・表彰 
・会員募集(追加分～10 月末)  ※以降、年２回程度の募集期間を設定  

     11 月 ・事業者・市民団体等への研修②開催 

2022年3月 ・会員からの実績報告、次年度計画の提出 
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（仮称）あかしインクルーシブ条例の検討状況について 

 

本市が目指す「誰一人取り残さないやさしいまちづくり」に向けた、包括的指針となる
表記条例については、コロナ禍の状況を踏まえ、より慎重かつ丁寧に検討を進めるため、
来年度の条例提案を予定しています。 

今年度につきましては、検討委員が集合する条例検討会の開催に代えて、検討委員と 

事務局による個別の意見交換を行いましたので、ご報告いたします。 

また、当事者参画のモデル事業などその他取組について、あわせてご報告いたします。 

 

１．条例検討委員との個別意見交換 

⑴ 実 施 日：10/23～12/8、2/1 （※2/1 は座長・部会長等） 

⑵ 実施方法：訪問来庁＝13 名、ZOOM＝11 名 

⑶ 議題内容：コロナ禍の影響と条例案への反映、当事者参画制度など市の取組 

⑷ 主な意見：別添 資料１のとおり 

  

  〇コロナのような想定外の事態による新たな差別を許さない市の決意を示すべき。 

    ➡条例前文で決意を示すとともに、条例内で「インクルーシブ社会＝不当に差別
されない社会」である旨を定義する。 

  〇災害時の要配慮者支援について、「災害」に限定すれば法的に災害ではないコロナ
などは支援の対象外になるのではないか。 

    ➡災害時の要配慮者支援の条文に「災害と同程度の市民の安全が脅かされる場合
も、その事態の特性に応じて適切に対応する旨」を追記検討する。 

〇インクルーシブの理念が一般の人にはまだわかりにくい。 

➡条例名を「誰も取り残さないインクルーシブなまちづくり条例」とするなど、
「インクルーシブ」を残しつつ、前後に言葉を補う案を検討する。 

➡条文に加え、逐条解説や取組事例などを示したパンフレットなど、わかりやす
い資料を作成し、継続的に啓発活動を行う。 

  〇条例が障害者だけのものだと誤解されないようにしてほしい。 

    ➡健常者が骨折した場合や、離婚してひとり親になった場合など、誰もが条例の
対象で支援の対象となりうる旨をしっかりと示すことを検討。 

２．条例策定スケジュール 

時 期 取組項目 概 要 

2021 年度 ～8 月 条例案への反映 条例案や逐条解説、啓発資料の作成 

8～10 月 条例検討会（最終） 条例案の決定 

9～12 月 ■議会報告 条例案の報告 

10～ 1 月 パブリックコメント 市民意見聴取（１ヶ月程度） 

12～ 3 月 ■議会提案 条例議案の提案 

2022 年度    4 月 条例施行（予定）  

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年(令和３年)３月５日 

政 策 局 S D G ｓ 推 進 室 

ご意見（抜粋）と反映の方向性 
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３．（仮称）ユニバーサルアドバイザー制度のモデル実施 

⑴ 制度の概要 

施設整備や研修等の実施にあたり、検討段階から複数の障害等当事者と一緒に現地
視察や対話を行うことで、当事者目線に立った使いやすく効果的な施設改修や制度の
設計を目指す制度。2020 年度はモデル的に 2 件実施。 

【制度利用のイメージ（工事の場合）】 

■改修案に沿った当事者の選定・視察日程調整              

■当事者と現地視察、改修内容の説明や意見交換 

■意見交換を踏まえた改善整備案の検討・調整     ■結果の報告・検証 

 

①魚の棚商店街「魚の駅トイレ」の改修 ② 貴崎１号緑地のスロープ等設置 

参画：学識２名、車椅子ユーザー４名 

改善：トイレ蓋の撤去 

便器位置を中央から壁側に変更 

ｵｽﾄﾒｲﾄ・折り畳みベッドの新設 

参画：車椅子ユーザー２名 

改善：スロープ設置場所や傾斜の確認 

  固定椅子の撤去・植栽の撤去 

（車椅子進入路の確保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 課題や今後の方針など 

〇感染症対策として、現地視察人数を最小限に抑え、現地視察しない人には写真等で
説明し、メール・電話で意見聴取をおこなった。 

 〇障害当事者からは、写真等では知りたい情報の不足や確認ポイントが漏れることも
あるので、リアルタイムで現地確認や質疑応答ができる ZOOM の活用など、意見交
換の質を高める工夫が必要との意見があった。 

  〇持続的な制度を目指し、2021 年度もモデル事業を継続するとともに、IT 機器の活
用の仕方や、制度を利用した取組への補助金などインセンティブも検討する。 

工事の実施 
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